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与
党
幹
事
長
の
い
わ
ゆ
る
「
テ
ロ
発
言
」
に
対
す
る
安
倍
晋
三
内
閣
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
一
月
二
十
九
日
、
石
破
茂
幹
事
長
が
自
身
の
ブ
ロ
グ
で
、
特
定
秘
密
保
護
法
案
に
反
対
し
て
い
る
市
民
団
体
の
デ
モ

活
動
を
「
単
な
る
絶
叫
戦
術
は
テ
ロ
行
為
と
そ
の
本
質
に
お
い
て
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」
と
発
言
し
、
市

民
団
体
の
行
動
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
破
幹
事
長
は
、
同
年
十
二
月
二
日
付
の
自
身
の
ブ
ロ
グ
で
、
右
の
い
わ
ゆ
る

「
テ
ロ
発
言
」
を
撤
回
し
、
謝
罪
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

議
院
内
閣
制
は
与
党
が
担
う
事
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
政
権
与
党
自
民
党
の
総
裁
は
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
る
。

石
破
茂
幹
事
長
は
、
自
民
党
総
裁
で
も
あ
る
安
倍
総
理
が
任
命
し
た
人
事
で
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

二

特
定
秘
密
保
護
法
案
に
お
い
て
、
テ
ロ
の
定
義
が
曖
昧
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
石
破
茂
幹
事
長
の
発
言
も

テ
ロ
の
拡
大
解
釈
だ
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
安
倍
晋
三
内
閣
と
し
て
、
テ
ロ
の
定
義
と
は
何
か
、
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

三

か
つ
て
日
米
安
全
保
障
条
約
が
改
定
さ
れ
る
時
、
多
く
の
大
学
生
が
デ
モ
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
承
知
す
る
が
、
右
は
テ

ロ
に
該
当
す
る
か
。

四

我
が
国
に
お
い
て
、
か
つ
て
テ
ロ
活
動
が
行
わ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。
そ
の
事
例
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

一



五

市
民
団
体
が
行
う
デ
モ
活
動
は
、
公
安
委
員
会
に
届
け
出
が
な
さ
れ
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
集
会
や
言
論
の
自
由
に
基
づ

き
実
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
右
に
対
す
る
安
倍
晋
三
内
閣
の
見
解
如
何
。

六

石
破
茂
幹
事
長
の
「
テ
ロ
発
言
」
に
対
し
、
菅
官
房
長
官
は
十
二
月
二
日
の
参
議
院
国
家
安
全
保
障
委
員
会
で
「
法
令
の

定
め
る
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
限
り
は
、
言
論
の
自
由
だ
」
と
、
テ
ロ
に
は
該
当
し
な
い
旨
述
べ
て
い
る
。
ま
た
岸
田
外
務
大

臣
、
小
野
寺
防
衛
大
臣
も
、
菅
長
官
と
同
じ
認
識
を
示
し
、
更
に
は
、
森
ま
さ
こ
内
閣
府
特
命
担
当
相
も
「
市
民
の
デ
モ
活

動
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
右
は
安
倍
内
閣
と
し
て
の
統
一
し
た
見
解
で
あ
る

か
。

七

政
権
与
党
で
あ
る
自
民
党
の
幹
事
長
と
い
う
要
職
に
就
い
て
い
る
石
破
氏
の
発
言
は
、
言
葉
に
責
任
を
持
つ
国
会
議
員
と

し
て
極
め
て
重
い
発
言
だ
と
考
え
る
が
、
国
民
が
行
っ
て
い
る
デ
モ
活
動
を
「
テ
ロ
と
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
」
と
し
た
こ

と
に
対
し
、
安
倍
総
理
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


